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・ 本ハンドブックは、就学事務関係の法令等が改正された場合、ペー

ジを差替えて活用することを想定しファイル形式で作成しました。 

・ 就学指導に関わる方々が手元において、長く活用してくださるよう

お願いします。 

・ 今後、県教育委員会主催の説明会等では、本ハンドブックを使用し

ますので、活用及び保管にご留意ください。 

本本本本ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブックをををを活用活用活用活用されるされるされるされる方方方方々々々々へへへへ    



【本県における就学指導の主な流れ】 

月月月月    市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会    県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会    

４４４４月月月月    

        

５５５５月月月月    

    

    

    

・小・中学校から市町村教育委員会へ 

特別支援学級等の教育課程提出 

    

    

    

・市町村教育委員会から県教育委員会へ 

特別支援学級等の教育課程提出 

６６６６月月月月    
        

７７７７月月月月    
        

８８８８月月月月    

        

９９９９月月月月    

        

１０１０１０１０月月月月    
・学齢簿の編製（１０月中）     

１１１１１１１１月月月月    
・就学時健診の実施（１１月中） 

 

    

１２１２１２１２月月月月    

・地区就学指導委員会への諮問 

・特別支援学級設置に係る事前協議の報告 

（県教委へ） 

・県教委へ学校教育法施行令第 11 条に

よる通知又は県教委へ判断依頼 

    

１１１１月月月月    

    

    

    

    

・保護者へ入学期日の通知、学校の指定 

（小・中学校へ就学の場合） 

 

 

 

 

・保護者へ入学期日の通知、学校の指定 

（特別支援学校へ就学の場合） 

２２２２月月月月    

        

３３３３月月月月    

        

    

    

市町村教育委員会障害児就学指導事務担当者会議（県教委） 

障害のある幼児児童生徒の 

教育相談及び就学相談開始 

特別支援学級等の設置に関する事務説明会 特別支援学級等の設置に関する事務説明会（県教委） 

総合教育センターによる巡回就学相談の実施 

山梨県障害児適正就学推進委員会（県教委） 

特別支援学級設置に係る事前協議の実施（県教委） 
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